
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣り用リールの第１部品と前記第１部品に対して相対回転する第２部品との相対回転に
より発音する釣り用リールの発音装置であって、
　前記第１部品に回転不能に装着され外周に径方向に突出する多数の凹凸部を有する音出
し部材と、
　前記第２部品に揺動自在に装着された本体部と、前記本体部の揺動中心より前記第１部
品側に形成され前記音出し部材の凹凸部に衝突する爪部と、前記揺動中心を挟んで前記第
１部品と逆側に円弧状に前記本体部に形成されかつ前記揺動中心と前記爪部とを結ぶ直線
を境に、 第１側 の半径が

第２側 の半径より小さい接触面とを有する爪部材と、
　前記接触面の前記第１側に近い一端が前記第２部品に装着され、前記一端から延び

前記接触面に接触し、前記爪部材の爪部を前記音出し部材に衝突する衝突姿勢に付
勢する付勢部材と、

　
釣り用リール

の発音装置。
【請求項２】
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前記直線上に中心が配置された の円弧 前記直線上に中心が配置さ
れた の円弧

る他
端側が

を備え、
　前記第１側及び第２側の円弧の中心は、前記揺動中心より前記接触面から離反した位置
に配置され、

前記爪部材は角がそれぞれ丸められた略三角形状であり、第１角に前記爪部が形成され
、第２角及び第３角を結ぶ円弧状の曲線部に前記接触面が形成されている、



　前記釣り用リールは、リール本体に回転不能かつ前後移動自在に装着された前記第１部
品としてのスプール軸と、前記スプール軸にドラグ機構を介して装着された前記第２部品
としてのスプールとを有するスピニングリールであり、
　前記スプール軸と前記スプールとの相対回転により発音する、請求項１に記載の釣り用
リールの発音機構。
【請求項３】
　前記爪部は、他の部分より前記スプールの回転軸方向の長さが長く形成されている、請
求項２に記載の釣り用リールの発音装置。
【請求項４】
　前記第２角は前記第１側に位置し前記第３角は前記第２側に位置するとともに、それぞ
れ丸められており、その丸め半径は第２角が第３角より大きい、請求項

に記載の釣り用リールの発音装置。
【請求項５】
　前記付勢部材は、ばね板材を折り曲げて形成された板ばねである、請求項１から のい
ずれかに記載の釣り用リールの発音装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、発音装置、特に、釣り用リールの第１部品と第１部品に対して相対回転する
第２部品との相対回転により発音する釣り用リールの発音装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　フロントドラグ形のスピニングリールでは、スプール軸の先端に装着されたスプール内
にドラグ機構が装着されている。ドラグ機構は釣り糸に過度な張力が作用して糸切れを起
こすのを防止するために設けられている。ドラグ機構は、スプール内に収納された１又は
複数枚のドラグディスクと、ドラグディスクを押圧するドラグつまみと、ドラグ作動時に
発音するドラグ発音機構とを備えている。
【０００３】
　このようなドラグ機構が装着されたスプールでは、設定されたドラグ力を超える過度な
張力が釣り糸に作用すると、スプールが糸繰り出し方向に回転して釣り糸を繰り出し、張
力の増加を抑え糸切れを抑えることができる。ドラグ発音機構は、このドラグ作動時、つ
まりスプール（第２部品の一例）がスプール軸（第１部品の一例）に対して相対回転する
と発音する。
【０００４】
　従来のドラグ発音機構として、スプール軸に回転不能に装着された音出し部材と、スプ
ール軸と平行な軸回りに揺動自在にスプールに装着された爪部材と、爪部材を接触姿勢に
付勢する板ばねとを有するコンパクトな構成のドラグ発音機構が知られている。音出し部
材は、外周にギア歯状の多数の凹凸が形成された円板状の部材である。爪部材は、二等辺
三角形状の板状部材であり、等辺で挟まれた角部が音出し部材に接触し、他の２つの角部
間の底辺に板ばねが接触している。その接触面となる底辺は揺動中心を結ぶ半径より大き
な半径で円弧状に僅かに湾曲している。そして、爪部材を接触姿勢に付勢している。板ば
ねは、基端がスプールに装着され、装着端から爪部材の底辺に向けて折り曲げられており
、爪部材の底辺の一側から他側に延びている。
【０００５】
　このような構成の従来のドラグ発音機構では、ドラグ作動時などスプールがスプール軸
に対して相対回転すると、音出し部材により押圧されて爪部材が揺動する。爪部材が揺動
すると爪部材の一側又は他側が板ばねを押圧し、板ばねが爪部材を付勢して元の接触姿勢
に戻す。これにより、凹凸部への衝突を繰り返し、発音機構が発音する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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　前記従来の構成では、揺動する爪部材を音出し部材に衝突させて発音させているので、
歯切れのよいクリック音を得やすい。しかし、爪部材の底辺の一側から他側に延びる板ば
ねを爪部材の底辺に接触させて付勢しているので、スプールの回転方向によって付勢力が
変化し音色が変化するという問題がある。具体的には、板ばねの装着側に近い一側が板ば
ねを押圧する場合と、装着側から遠い他側が板ばねを押圧する場合とでは、一側が押圧す
る方が板ばねの変位が大きくなりそれにより付勢力も大きくなる。したがって一側が押圧
するようにスプールが回転する場合と他側を押圧するようにスプールが回転する場合とで
付勢力が変化し音色が変化するのである。
【０００７】
　本発明の課題は、爪部材を有する釣り用リールの発音装置において、スプールの回転方
向による音色の変動抑えることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　発明１に係る釣り用リールの発音装置は、釣り用リールの第１部品と第１部品に対して
相対回転する第２部品との相対回転により発音する装置であって、音出し部材と、爪部材
と、付勢部材とを備えている。音出し部材は、第１部品に回転不能に装着され外周に径方
向に突出する多数の凹凸部を有する部材である。爪部材は、第２部品に揺動自在に装着さ
れた本体部と、本体部の揺動中心より第１部品側に形成され音出し部材の凹凸部に衝突す
る爪部と、揺動中心を挟んで第１部品と逆側に円弧状に本体部に形成されかつ揺動中心と
爪部とを結ぶ直線を境に、 第１側 の半径が第２側
の半径より小さい接触面とを有している。

付勢部材は、接触面の第１側に近い一端が第２部品に装着され、一端か
ら延び 接触面に接触し、爪部材の爪部を音出し部材に衝突する衝突姿勢に付勢
する部材である。
【０００９】
　この発音装置では、第１部品が第２部品に対して相対回転すると、音出し部材により押
圧されて爪部材が揺動する。爪部材が揺動すると爪部材の一側又は他側が付勢部材を押圧
し、付勢部材が爪部材を付勢して元の衝突姿勢に戻す。これにより、凹凸部への衝突を繰
り返し発音装置が発音する。この接触面の が付勢部材を押圧する際に、
爪部材の接触面の半径が付勢部材の装着側（一端）に近い 側の方が 側より小さい
ので、揺動して 側が押圧する際の付勢部材の変位と 側が押圧する際の付勢部材の
変位との差を少なくすることができる。このため、付勢力の差が少なくなり音色の変動を
抑えることができる。
【００１０】
　発明２に係る釣り用リールの発音装置は、発明１に装置において、釣り用リールは、リ
ール本体に回転不能かつ前後移動自在に装着された第１部品としてのスプール軸と、スプ
ール軸にドラグ機構を介して装着された第２部品としてのスプールとを有するスピニング
リールであり、スプール軸とスプールとの相対回転により発音する。この場合には、スピ
ニングリールにおいて、スプール軸とスプールとの相対回転により発音するドラグ作動認
識用の発音装置の音色の変動を抑えることができる。
【００１１】
　発明３に係る釣り用リールの発音装置は、発明２に記載の装置において、爪部は、他の
部分よりスプールの回転軸方向の長さが長く形成されている。この場合には、音出し部材
に接触する爪部のスプール軸方向長さが長いので、爪部のスプール軸方向の接触範囲が広
くなる。このため、たとえば糸巻形状を変更するためにスプールの前後位置を調整しても
確実に発音する。
【００１２】
　発明 に係る釣り用リールの発音装置は、発明 に記載の装置におい
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直線上に中心が配置された の円弧 の円弧
爪部材は角がそれぞれ丸められた略三角形状で

あり、第１角に爪部が形成され、第２角及び第３角を結ぶ円弧状の曲線部に接触面が形成
されている。第１側及び第２側の円弧の中心は、揺動中心より接触面から離反した位置に
配置されている。

る他端側が

第１側又は第２側
第１ 第２

第１ 第２

また、簡素な形状で爪部材を構成できる。

４ １から３のいずれか



て、第２角は第１側に位置し第３角は第２側に位置するとともに、それぞれ丸められてお
り、その丸め半径は第２角が第３角より大きい。この場合には、角で付勢部材を押圧した
場合に、第１側にある第２角の丸め半径が大きいので第１側で押圧するときの付勢部材の
変位をさらに少なくすることができる。
【００１３】
　発明 に係る釣り用リールの発音装置は、発明１から のいずれかに記載の装置におい
て、付勢部材は、ばね板材を折り曲げて形成された板ばねである。この場合には、板ばね
を用いることにより装置の設置面積を小さくすることができ、狭い空間にも発音装置を収
納できる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　〔全体構成及びリール本体の構成〕
　図１及び図２において、本発明の一実施形態を採用したスピニングリールは、ハンドル
１を回転自在に支持するリール本体２と、ロータ３と、スプール４とを備えている。ロー
タ３は、スプール４に釣り糸を巻き付けるものであり、リール本体２の前部に回転自在に
支持されている。スプール４は、外周面に釣り糸を巻き取るものであり、ロータ３の前部
に前後移動自在に配置されている。なお、ハンドル１は、図１に示すリール本体２の左側
と、図２に示すリール本体２の右側とのいずれにも装着可能である。
【００１５】
　リール本体２は、開口を有するリールボディ２ａと、開口を塞ぐようにリールボディ２
ａに着脱自在に装着された蓋部材２ｂと、蓋部材２ｂから斜め上前方に延びる竿取付脚２
ｃとを有している。リールボディ２ａは、内部に空間を有しており、その空間内には、ロ
ータ３をハンドル１の回転に連動して回転させるロータ駆動機構５と、スプール４を前後
に移動させて釣り糸を均一に巻き取るためのオシレーティング機構６とが設けられている
。
【００１６】
　ロータ駆動機構５は、ハンドル１が固定されたハンドル軸１０とともに回転するフェー
スギア１１と、このフェースギア１１に噛み合うピニオンギア１２とを有している。ピニ
オンギア１２は筒状に形成されており、その前部１２ａはロータ３の中心部を貫通してお
り、ナット１３によりロータ３と固定されている。ピニオンギア１２は、その軸方向の中
間部と後端部とが、それぞれ軸受１４ａ，１４ｂを介してリール本体２に回転自在に支持
されている。
【００１７】
　オシレーティング機構６は、スプール４の中心部にドラグ機構６０を介して連結された
スプール軸１５を前後方向に移動させてスプール４を同方向に移動させるための機構であ
る。オシレーティング機構６は、スプール軸１５の下方に平行に配置された螺軸２１と、
螺軸２１に沿って前後方向に移動するスライダ２２と、螺軸２１の先端に固定された中間
ギア２３とを有している。スライダ２２にはスプール軸１５の後端が回転不能に固定され
ている。中間ギア２３は、図示しない減速機構を介してピニオンギア１２に噛み合ってい
る。このため、オシレーティング機構６の前後移動速度が遅くなり、釣り糸をスプール４
に緻密に巻き付ける密巻を実現できる。
【００１８】
　〔ロータの構成〕
　ロータ３は、図２に示すように、円筒部３０と、円筒部３０の側方に互いに対向して設
けられた第１及び第２ロータアーム３１，３２とを有している。円筒部３０と両ロータア
ーム３１，３２とは、たとえば合成樹脂製であり一体成形されている。
【００１９】
　円筒部３０の前部には前壁３３が形成されており、前壁３３の中央部にはボス部３３ａ
が形成されている。ボス部３３ａの中心部には貫通孔が形成されており、この貫通孔をピ
ニオンギアの前部１２ａ及びスプール軸１５が貫通している。前壁３３の前部にナット１
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３が配置されている。
【００２０】
　第１ロータアーム３１は、円筒部３０から外方に凸に湾曲して前方に延びており、円筒
部３０との接続部は円筒部３０の周方向に広がり湾曲している。第１ロータアーム３１の
先端の外周側には、第１ベール支持部材４０が揺動自在に装着されている。第１ベール支
持部材４０の先端には、釣り糸をスプール４に案内するためのラインローラ４１が装着さ
れている。
【００２１】
　第２ロータアーム３２は、円筒部３０から外方に凸に湾曲して前方に延びている。第２
ロータアーム３２は、先端部から円筒部３０との接続部分に向けて２股に分岐しており、
円筒部３０と周方向に間隔を隔てた２カ所で接続されている。第２ロータアーム３２の先
端外周側には、第２ベール支持部材４２が揺動自在に装着されている。
【００２２】
　ラインローラ４１と第２ベール支持部材４２との間には線材を略Ｕ状に湾曲させた形状
のベール４３が固定されている。これらの第１及び第２ベール支持部材４０，４２、ライ
ンローラ４１及びベール４３により釣り糸をスプール４に案内するベールアーム４４が構
成される。ベールアーム４４は、図２に示す糸案内姿勢とそれから反転した糸開放姿勢と
の間で揺動自在である。
【００２３】
　ロータ３の円筒部３０の内部にはロータ３の逆転を禁止・解除するための逆転防止機構
５０が配置されている。逆転防止機構５０は、内輪が遊転するローラ型のワンウェイクラ
ッチ５１と、ワンウェイクラッチ５１を作動状態（逆転禁止状態）と非作動状態（逆転許
可状態）とに切り換える切換機構５２とを有している。
【００２４】
　〔スプールの構成〕
　スプール４は、ロータ３の第１ロータアーム３１と第２ロータアーム３２との間に配置
されており、スプール軸１５の先端にドラグ機構６０を介して装着されている。スプール
４は、図３及び図４に示すように、スプール本体５３と、スプール本体５３の前端部に取
り付けられた前フランジ部５４とを有している。
【００２５】
　スプール本体５３は、外周に釣り糸が巻かれる筒状の糸巻胴部５５と、糸巻胴部５５の
後端部に一体成形された大径筒状のスカート部５６と、糸巻胴部５５の内周側に挿入され
た挿入部材５７と、糸巻胴部５５を挿入部材５７に固定するための固定部材５８とを有し
ている。
【００２６】
　糸巻胴部５５及びスカート部５６は、たとえばアルミニウム合金の薄板をプレス加工に
より一体成形して得られた大小２段の筒状の部材である。糸巻胴部５５は、スカート部に
連なる径方向外方に延びる後フランジ部５５ａを有している。後フランジ部５５ａの後面
に固定部材５８が配置されている。
【００２７】
　スカート部５６は、後端が折り曲げられて補強されており、その前部外周面には、糸止
め９０を装着するための装着凹部５６ａが形成されている。装着凹部５６ａには、糸止め
９０が貫通する貫通孔５６ｂが形成されている。糸止め９０は、合成樹脂製の部材であり
、釣り糸を係止する板状の糸止め部９０ａと、糸止め部の下面から径方向内方に延びる取
付部９０ｂとを有している。取付部９０ｂは、固定部材５８に形成された糸止め装着部５
８ａに取り付けられている。糸止め装着部５８ａは、固定部材５８の前面及び外周面に僅
かに凹んで形成されており、糸止め装着部５８ａには、糸止め９０が装着される円錐台形
状の突起部５８ｂが形成されている。
【００２８】
　挿入部材５７は、図３～図６に示すように、糸巻胴部５５の内周側に挿入され、ドラグ
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機構６０が収納される合成樹脂製の筒状部材であり、たとえばインジェクション成形によ
り形成されている。挿入部材５７は、糸巻胴部５５が装着される外筒部５７ａと、外筒部
５７ａの前端部に大径に形成されたフランジ固定部５７ｂと、外筒部５７ａの内周部に形
成された壁面部５７ｃと、外筒部５７ａの内周側で壁面部５７ｃから前方に突出する内筒
部５７ｄと、壁面部５７ｃの内周部に後方に突出して形成された筒状の軸支持部５７ｅと
を有している。
【００２９】
　外筒部５７ａの前端部のフランジ固定部５７ｂの根元部分には、周方向に間隔を隔てて
前フランジ部５４を回り止めするための４つの回り止め突起５７ｆが形成されている。こ
の回り止め突起５７ｆに係止される切欠き５４ａが前フランジ部５４の先端内周面に形成
されている。また、外筒部５７ａの前端外周面は、図７に示すように、前方に行くに連れ
て拡径するテーパ面となっている。この拡がり角度αはたとえば１度から５度の範囲であ
る。このような範囲でテーパ面を形成すると、薄肉金属製の糸巻胴部５５を外筒部５７ａ
にはめ込むときに圧入することができ、糸巻胴部５５と外筒部５７ａとの隙間をなくし、
その間での糸噛みを防止することができる。
【００３０】
　フランジ固定部５７ｂは、前フランジ部５４を糸巻胴部５５とで挟持するために設けら
れている。フランジ固定部５７ｂは前フランジ部５４の前面と所定の交差角βで接触する
ように、後面にテーパ面５７ｎが形成されている。このようなテーパ面５７ｎを形成する
ことにより前フランジ部５４との間に隙間が生じにくくなり、糸噛みを防止できるととも
に外観を向上させることができる。
【００３１】
　壁面部５７ｃの後面外周側には、外筒部５７ａとにまたがって後方に突出する４つの取
付ボス５７ｇが形成されている。この取付ボス５７ｇに取付ボルト５９がねじ込まれて糸
巻胴部５５及びスカート部５６が挿入部材５７に固定されている。また、壁面部５７ｃに
は、ドラグ機構６０の第１発音機構６３（後述）を装着するための装着ボス５７ｋやばね
止め部５７ｍなども形成されている。
【００３２】
　内筒部５７ｄの内周側は、ドラグ機構６０を収納する凹部６４となっており、その内周
面には、ドラグ機構６０を回り止めするための１対の第１係止溝５７ｈが形成されている
。第１係止溝５７ｈは、矩形断面の溝であり、径方向に対向する位置にスプール軸１５に
沿って形成されている。また、内筒部５７ｄの内周面には、ドラグ機構６０を抜け止めす
るために周方向に間隔を隔てて４つの第２係止溝５７ｉが形成されている。第２係止溝５
７ｉは、壁面部５７ｃ側からスプール軸１５に沿って壁面部５７ｃを貫通する丸穴を内周
面（凹部６４の外縁部）を通って形成することにより略半円形の断面になるように形成さ
れている。第２係止溝５７ｉは、内筒部５７ｄの前端面より手前側までしか形成されてい
ない。この前端面側の形成端５７ｊで抜け止めばね７０（後述）を係止する。
【００３３】
　固定部材５８は、円板状の合成樹脂製の部材であり、取付ボルト５９が貫通する４つの
貫通孔５８ｃが形成されている。また、挿入部材５７の後端面に芯出しされる段差凹部５
８ｄが形成されている。さらに前面側に後フランジ部５５ａの傾斜に合わせて僅かに前方
に凸に傾斜した押圧面５８ｅが形成されている。固定部材５８は、取付ボルト５９により
挿入部材５７の後面に芯出しされた状態で装着され、押圧面５８ｅで後フランジ部５５ａ
を押圧して糸巻胴部５５を挿入部材５７に固定している。また、糸巻胴部５５により前フ
ランジ部５４をフランジ固定部５７ｂに向けて押圧して前フランジ部５４を固定している
。
【００３４】
　前フランジ部５４は、たとえば，アルミニウム合金製の環状部材であり、板状の金属薄
板を打ち抜きプレス加工後に切削加工して形成されたものである。図７に示すように、前
フランジ部５４の外周面５４ｃは機械加工により断面視円形に丸められている。前フラン
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ジ部５４の内周面には、前述した切欠き５４ａと、切欠き５４ａの後面側に糸巻胴部５５
の前端面が当接するように形成された環状の当接凹部５４ｂとが形成されている。これら
の切欠き５４ａ及び当接凹部５４ｂは、打ち抜き加工時に同時に形成されている。前フラ
ンジ部５４は、糸巻胴部５５及びスカート部５６を挿入部材５７に固定することにより挿
入部材５７に固定されている。すなわち、前フランジ部５４に向けして押圧した状態で糸
巻胴部５５を挿入部材５７に固定することにより糸巻胴部５５とフランジ固定部５７ｂと
で前フランジ部５４を挟持して固定している。
【００３５】
　〔ドラグ機構の構成〕
　ドラグ機構６０は、図３及び図４に示すように、挿入部材５７の内筒部５７ｄの凹部６
４内に配置され、スプール４の糸繰り出し方向への回転を制動してスプール４にドラグ力
を作用させるための機構である。ドラグ機構６０は、スプール軸１５の先端に螺合するド
ラグつまみ６１と、ドラグつまみにより押圧される、たとえば４枚のドラグディスク６２
ａ～６２ｄと、ドラグ作動時に発音する第１発音機構６３とを備えている。
【００３６】
　ドラグつまみ６１は、図８から図１０に示すように、ドラグ力を手で調整する操作を行
うためのつまみ本体６５と、つまみ本体６５により押圧される押圧体６６と、つまみ本体
６５と押圧体６６との間に配置されたコイルバネ６７と、押圧体６６をつまみ本体６５に
対して抜け止めするための抜け止めばね６８と、ドラグ操作時に発音する第２発音機構７
５とを有している。
【００３７】
　つまみ本体６５は、後端面に開口して形成された円形の凹部６５ａと、前端面から凹部
６５ａの外縁部を通って後端面の手前側まで周方向に間隔を隔てかつスプール軸方向に沿
って形成されたたとえば４つ 止溝６５ｂとを有し、合成樹脂製のたとえばインジェク
ション成形された鍔付き円筒状の部材である。係止溝６５ｂは、前端面から形成された丸
穴により凹部６５ａの外縁に半円状に形成されかつ凹部６５ａの後端部より手前側まで形
成されている。この係止溝６５ｂの形成端６５ｆに抜け止めばね６８が係止される。係止
溝６５ｂを形成するための丸穴はつまみ本体６５の前面に貼られたシール７１により隠さ
れている。このようにシール７１を貼って丸孔を塞ぐことにより、型成形するために丸穴
により係止溝６５ｂ形成しても、水などの異物が内部に入りにくくなる。
【００３８】
　つまみ本体６５の中心部には、四角形のナット６９が回転不能かつ軸方向移動自在に装
着されるナット装着部６５ｃが形成されている。つまみ本体６５の前部には、略台形状に
形成されたつまみ突起６５ｄが直径に沿って形成されている。つまみ本体６５の後面には
、第２発音機構７５を収納するための装着穴６５ｅが形成されている。ナット６９は、ス
プール軸１５の先端に形成された雄ねじ部１５ａに螺合している。コイルバネ６７は、ナ
ット６９と押圧体６６との間に圧縮状態に装着されている。
【００３９】
　押圧体６６は、つまみ本体６５に回転自在かつ軸方向に抜け止めされた状態で連結され
、スプール軸１５に対して回転不能な部材である。押圧体６６は、コイルバネ６７の後端
に接触してコイルバネ６７のばね力の変化によりドラグディスク６２ａ～６２ｄへの押圧
力が変化する。押圧体６６は、円筒部６６ａと円筒部６６ａより大径のリング状の鍔部６
６ｂとを有する鍔付き有底筒状の部材である。円筒部６６ａの内周部には、スプール軸１
５の先端に形成された互いに平行な面取り部１５ｂに回転不能に係止する長溝形状の係止
孔６６ｃが形成されている。この円筒部６６ａ内にコイルバネ６７が収納されている。鍔
部６６ｂの前端面には周方向に多数の半球状の音出し穴７６が並べて形成されている。押
圧体６６は、抜け止めばね６８によりつまみ本体６５と連結されている。
【００４０】
　コイルバネ６７は、ナット６９と押圧体６６との間に圧縮状態に装着されている。具体
的には、コイルバネ６７は、押圧体の円筒部６６ａにガイドされた状態でナット６９と円
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筒部６６ａの底部とに接触して配置されている。
【００４１】
　抜け止めばね６８は、弾性を有する金属線材を折り曲げて形成された部材である。抜け
止めばね６８は、装着時に圧縮して四角形になるように形成され、非装着時に僅かに拡が
るように形成されている。この四角形の角部６８ａが係止溝６５ｂの形成端６５ｆに係止
され、角部６８ａを連結する接触部６８ｂが押圧体６６の鍔部６６ｂの後面側に接触する
。これにより押圧体６６が凹部６５ａに抜け止めされた状態で収納される。
【００４２】
　第２発音機構７５は、押圧体６６に音出し穴７６と、装着穴６５ｅに装着された音出し
ピン７７と、音出しピン７７を音出し穴７６に向けて付勢するコイルバネ７８とを有して
いる。音出し穴７６は、装着穴６５ｅと対向可能な位置に周方向に間隔を隔てて多数形成
されている。音出しピン７７は、中央部分が大径で先端及び後端が小径でさらに先端が半
球状に丸められたピンであり、ドラグ操作時につまみ本体６５と押圧体６６とが相対回転
すると、音出し穴７６との衝突を繰り返して発音する。
【００４３】
　ドラグディスク６２ａは、図４に示すように、押圧体６６に接触し、かつスプール軸１
５に対して回転不能な金属製の円板部材である。ドラグディスク６２ｂは、スプール４及
びスプール軸１５に対して回転自在なたとえばフェルト製の円板部材である。ドラグディ
スク６２ｃは、スプール４に対して回転不能な金属製の円板部材である。ドラグディスク
６２ｄは、スプール４及びスプール軸１５に対して回転自在なたとえばフェルト製の円板
部材である。ドラグディスク６２ａの中心部には、スプール軸１５の面取り部１５ｂに係
合する長溝形状の係止孔６２ｅが形成されている。ドラグディスク６２ｃの外周面には、
径方向外方に突出する一対の耳部６２ｆが形成されているこの耳部６２ｆは、スプール４
の第１係止溝５７ｈに係止されている。これにより、ドラグディスク６２ｃは、スプール
４に対して回転不能になっている。
【００４４】
　ドラグディスク６２の前面には、抜け止めばね７０が接触している。抜け止めばね７０
は、抜け止めばね６８と同様な４角形状であり、それぞれの角部７０ａが第２係止溝５７
ｉの形成端５７ｊに係止され、接触部７０ｂがドラグディスク６２ａ～６２ｄに接触して
ドラグディスク６２ａ～６２ｄが抜け止めされている。これにより、ドラグつまみ６１を
外してもドラグディスク６２ａ～６２ｄが脱落しない。
【００４５】
　第１発音機構６３は、ドラグの作動によりスプール軸１５とスプール４とが相対回転す
ると発音する機構である。第１発音機構６３は、図３、図４及び図１１に示すようにスプ
ール軸１５に回転不能に装着された音出し部材８１と、挿入部材５７に揺動自在に装着さ
れ音出し部材８１と衝突を繰り返す爪部材８２と、爪部材８２を付勢する板ばね８３とを
有している。
【００４６】
　音出し部材８１は、内周部に面取り部１５ｂに係止される長溝形状の係止孔８１ａを有
し、外周部に径方向に突出し、周方向に間隔を隔てて配置された多数の凹凸部８１ｂを有
するギア形状の円板部材である。音出し部材８１の両側には、スプール４の前後位置を調
整するためのスプールワッシャ８４が装着されている。スプールワッシャ８４は、スプー
ル軸１５に回転不能に装着されており、スプールワッシャ８４の枚数を変えてスプール４
の前後位置を変化させることによりスプール４における糸巻形状を任意に調整することが
できる。
【００４７】
　爪部材８２は、図１２に示すように、スプール４の挿入部材５７に揺動自在に装着され
た本体部８２ａと、音出し部材８１の凹凸部８１ｂに衝突する爪部８２ｂと、板ばね８３
に接触する接触面８２ｃとを有している。爪部８２ｂは、本体部８２ａの揺動中心ＳＣよ
りスプール軸１５側に形成されている。爪部８２ｂは、他の部分よりスプール軸方向の長
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さが長く形成されている。接触面８２ｃは、揺動中心ＳＣを挟んでスプール軸１５と逆側
に円弧状に本体部８２ａに形成され形成された円弧は、揺動中心ＳＣと爪部８２ｂとを結
ぶ直線Ｌ１を境に第１側（図１２右側）の半径Ｒ１が第２側（図１２左側）の半径Ｒ２よ
り小さい。接触面８２ｃの両側の角部は丸められており、その第１側の丸め半径Ｒ３は第
２側の丸め半径Ｒ４より大きい。
【００４８】
　板ばね８３は、ばね止め部５７ｍと取付ボス５７ｇのひとつとに挟持されて挿入部材５
７に装着されている。板ばね８３は、本体部８２ａの異なる半径で僅かに湾曲した部分に
接触して爪部材８２を音出し部材８１に最も接触する方向に付勢している。具体的には、
爪部材８２は、板ばね８３の装着部分に大きな半径の角部が位置するように配置されてい
る。板ばね８３は、３箇所でジグザグに逆側に折り曲げられた金属製の板状部材であり、
接触面８２ｃの第１側に近い一端がスプール４の挿入部材５７に装着されている。具体的
には、ばね止め部５７ｍと取付ボス５７ｇとの境界部分に挟まれた状態で取付ボス５７ｇ
に形成された突起部５７ｐで折り曲げられさらに逆側に折り曲げられて接触面８２ｃに第
１側から接触している。そして、爪部材８２の爪部８２ｂを音出し部材８１に衝突する衝
突姿勢に付勢している。すなわち、接触面８２ｃにおいて、揺動中心ＳＣから最も距離が
短いのは直線Ｌ１ の境界部分であり、それから第１側及び第２側に行くに連れて距離が
長くなる。その長くなる割合は、半径Ｒ１が半径Ｒ２より短くかつ半径Ｒ３が半 Ｒ４よ
り大きいので、第１側が第２側に比べて小さくなっている。このため、板ばね８３は、爪
部材８２の接触面８２ｃで押圧されると、爪部８２ｂが音出し部材８１に接触する境界部
分で接触面に接触するように爪部材８２を付勢し、爪部材８２を衝突姿勢にする。
【００４９】
　このように爪部材８２及び板ばね８３を配置すると、爪部材８２の押圧力がスプールの
回転方向に関わらず変動しにくくなる。なぜなら、板ばね８３は、突起部５７ｐとの接触
部分から変位するので、もし爪部材８２の接触部分の半径が同じであると、爪部材８２が
図１３に示すように時計回りに揺動する場合と図１２に示すように反時計回りに揺動する
場合とで、板ばね８３の装着部分に近い第１側で板ばね８３を押圧する時計回りに揺動す
る場合の方が板ばね８３の変位が大きくなる。そこで、時計回りに揺動する際の板ばね８
３の変位を小さくするために、板ばね８３の装着部分に近い第１側の半径Ｒ１を第２側に
比べて小さくするとともに丸め半径Ｒ３を大きくしているのである。これにより、回転方
向による音の変化が生じにくくなる。また、爪部８２ｂをスプール軸方向に延ばしている
ので、スプール４の位置をスプールワッシャ８４により調整しても爪部８２ｂが常に音出
し部材８１に接触する。
【００５０】
　〔リールの操作及び動作〕
　釣りを行う前に魚の大きさや種類に合わせてドラグ力を調整する。ドラグ力を調整する
には、ドラグつまみ６１を回す。ドラグつまみ６１をたとえば時計回りに回すとスプール
軸１５に螺合するナット６９によりコイルバネ６７を介して押圧体６６がドラグディスク
６２ａを押圧する。これによりドラグ力が大きくなる。このとき、押圧体６６とつまみ本
体６５との相対回転により第２発音機構７５の音出しピン７７が音出し穴７６への衝突を
所定間隔で繰り返し、歯切れがよい軽快なクリック音を発生する。
【００５１】
　キャスティング時にはベールアーム４４を糸開放姿勢に反転させる。これにより第１ベ
ール支持部材４０及び第２ベール支持部材４２は揺動する。この状態で釣り竿を握る手の
人差し指で釣り糸を引っかけながら釣り竿をキャスティングする。すると釣り糸は仕掛け
の重さにより勢いよく放出される。この状態でハンドル１を糸巻取方向に回転させると、
ロータ駆動機構５によりロータ３が糸巻取方向に回転し、ベールアーム４４がベール反転
機構により糸巻取位置に復帰し釣り糸がスプール４に巻き付けられる。
【００５２】
　この状態で魚がかかってドラグが作動すると、スプール４がスプール軸１５に対して回
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転する。すると、第１発音機構６３が発音してそのことを釣り人に報知する。そして、設
定されたドラグ力でスプール４が糸繰り出し方向に回転する。ドラグ作動時の第１発音機
構６３による発音の際には、図１２に示すように、スプール４は後方から見て反時計回り
に回転するので、板ばね８３は接触面８２ｃの第２側に接触する。また、スプール４を手
で糸巻取方向に回転させたときには、図１３に示すようにスプール４は、後方から見て時
計回りに回転する。このようにスプール４の回転方向が異なる場合、爪部材８２の揺動方
向によって従来は板ばね８３の変位が変化し音色が異なっている。しかし、本願発明では
、板ばね８３の装着側に近い第１側の半径Ｒ１を小さくしかつ丸め半径Ｒ３を大きくした
ので、ばね装着側に近く少ない押圧量でばねが大きく変位する第１側が第２側に比べて揺
動量に対して押圧量が小さくなる。このため、第１側と第２側とで同じ揺動量に対して板
ばね８３の変位の変動が少なくなり、付勢力が変動しにくくなる。このため、スプールの
回転方向にかかわらず音色が安定する。
【００５３】
　釣りを行う前などに、予め複数種の釣り糸を巻き付けたスプール４を用意し、スプール
４を釣りに合わせて交換することがある。この場合には、ドラグつまみ６１を緩めてスプ
ール軸１５から外す。このとき、抜け止めばね６８により押圧体６６がつまみ本体６５に
連結されているので、押圧体６６がつまみ本体６５から脱落することがない。また、ドラ
グディスク６２ａ～６２ｄも抜け止めばね７０により抜け止めされているのでスプール４
から脱落することがない。
【００５４】
　このような抜け止めばね６８，７０を、従来は機械加工により形成された環状の溝部で
係止していたので、溝部を形成するために機械加工が必要になる。しかし、本実施形態で
は、挿入部材５７又はつまみ本体６５の成形時に型により形成された係止溝５７ｉ，６５
ｂにより抜け止めばね７０，６８を係止しているので、係止のための機械加工が不要にな
る。このため、加工コストを削減できる。
【００５５】
　〔他の実施形態〕
　（ａ）前記実施形態では、付勢手段としてコンパクトに収納できる板ばねを例示したが
、付勢手段は板ばね以外のコイルバネや捩じりコイルバネなど他の形態のばねでもよい。
【００５６】
　（ｂ）前記実施形態では、スピニングリールの発音機構を例示したが、釣り用リールは
スピニングリールに限定されず、両軸受リールや片軸受リールの発音機構にも本発明を適
用できる。
【００５７】
【発明の効果】
　本発明によれば、接触面の一側又は他側が付勢部材を押圧する際に、爪部材の接触面の
半径が付勢部材の装着側（一端）に近い一側の方が他側より小さいので、揺動して一側が
押圧する際の付勢部材の変位と他側が押圧する際の付勢部材の変位との差を少なくするこ
とができる。このため、付勢力の差が少なくなり音色の変動を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態を採用したスピニングリールの側面図。
【図２】　その側面断面図。
【図３】　そのスプール部分の断面拡大図。
【図４】　スプールの分解斜視図。
【図５】　スプールの正面図。
【図６】　図５の VI－ VI断面図。
【図７】　スプール先端部分の断面拡大図。
【図８】　ドラグつまみの分解斜視図。
【図９】　ドラグつまみの正面図。
【図１０】　図９のＸ－Ｘ断面図。
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【図１１】　スプールの背面側に配置された第１発音機構の全体図。
【図１２】　その拡大部分図。
【図１３】　その拡大部分図。
【符号の説明】
　　４　スプール
　１５　スプール軸
　６０　ドラグ機構
　６３　第１発音装置
　８１　音出し部材
　８２　爪部材
　８２ａ　本体部
　８２ｂ　爪部
　８２ｃ　接触面
　８３　板ばね
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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